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　掲載しているイベントなど
の情報は、４月１日時点での
情報です。状況により変更と
なる場合があります。

� 地域振興課（☎0745-70-1200）
　今年度も、ゴールデンウィークの期間を中心に、
史跡中宮寺跡歴史公園でこいのぼりを掲揚します。
　また、５月５日（祝・火）には、子どもたちを対
象としたイベントの開催も予定しています。
　詳しくは、町のホームページなどでお知らせし
ます。

史跡中宮寺跡歴史公園で
こどもの日イベントを開催します！

　来年度、幼稚園入園を考えている人であれば
どなたでも参加できます。幼稚園にはたのしい
ことがいっぱい！幼稚園の生活をお子さんと一
緒に体験してみませんか。

内　容内　容　　製作、絵画、運動遊びなど　　製作、絵画、運動遊びなど
費　用費　用　　無料　　無料
対　象対　象　　�町在住の幼児（令和５年４月２日～令和６　　�町在住の幼児（令和５年４月２日～令和６

年４月１日生まれ）とその保護者年４月１日生まれ）とその保護者
定　員定　員　　20組程度（事前申込制・先着順）　　20組程度（事前申込制・先着順）
持ち物持ち物　　水筒・上履き・上履き入れ・　　水筒・上履き・上履き入れ・
　　　　　帽子・着替え・必要な場合はオムツ　　　　　帽子・着替え・必要な場合はオムツ

斑鳩幼稚園
（☎0745-74-2353）

場　所場　所　　斑鳩幼稚園斑鳩幼稚園
実施日実施日　年６回（10：00～11：00）　年６回（10：00～11：00）
　① 5 月19日（火）　① 5 月19日（火）
　② 6 月10日（水）　② 6 月10日（水）
　③ 7 月 2 日（木）　③ 7 月 2 日（木）
　④10月20日（火）　④10月20日（火）
　⑤11月11日（水）　⑤11月11日（水）
　⑥ 1 月14日（木）　⑥ 1 月14日（木）

募 集

2歳児

・幼稚園の雰囲気を知りたい。
・安全な場所でおもいっきり遊ばせたい。
・たくさんのお友達と遊ばせたい。
・同年齢の友達を増やしたい。
・幼稚園のことを聞きたい。

町立幼稚園未就園児体験保育

さくらんぼさくらんぼののつどいつどい
★

★
★

◆◆車で来園する場合は、斑鳩町役場駐車場をご利用ください。車で来園する場合は、斑鳩町役場駐車場をご利用ください。

★

　▲
◀ 昨年のようす

2026

4

1

ト
ピ
ッ
ク
ス

催
　
　
し

募
　
　
集

お
知
ら
せ



対象　小学校就学前の
　　　お子さんと保護者
申込　不要 ※保育園の行事や天候等の影響で中止になる場合もあります。

　すべての子どもの育ちと子育て家庭を支援するため、斑鳩町では「こども誰でも通園制度」を令和８
年度から実施します。
　こども誰でも通園制度は、保護者が就労していなくても、満３歳未満の未就園児が時間単位で保育所
等に通うことができる制度です。

※事前に認定申請、利用希望施設との面談、予約等の手続きが必要です。
※利用施設によって受入日時、対象年齢、受入人数等が異なります。
※�利用認定を受けていても、施設の受入体制等により利用できない場合
があります。

町立保育所の園庭開放
遊びにきてね！

子育て支援課（☎0745-75-1152）

対象児

以下のすべてに当てはまる児童
　⃝斑鳩町在住
　⃝生後６か月～満３歳未満
　⃝保育所等に在籍していない

実施施設
（町内）

⃝たつた保育園（町立）（☎0745-74-2203）

⃝認定こども園法隆寺幼稚園（☎0745-74-2091）

利用料金
⃝児童１人１時間あたり３００円
⃝それぞれの利用施設に直接支払い
※保護者の所得等により、減免制度があります。

利用可能
時間

⃝児童１人あたり月１０時間まで
　未利用時間の翌月以降への繰り越しはできません。

開催場所
たつた保育園
龍田1-5-1
（☎0745-74-2203）

あわ保育園
阿波3-5-33
（☎0745-74-1654）

開催日時

毎月第１・３水曜日・
土曜日
午前９時～正午
（４月・祝日を除く）

毎月第２・４水曜日・
土曜日
午前９時～正午
（４月・祝日を除く）

新たな子育て支援のカタチ

こども誰でも
通園がスタート

◀�詳しくは、町
ホームページ
でご確認くだ
さい。
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=健康マイレージポイント対象事業です

保育園・こども園・幼稚園は、地域の子育てを
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子育て支援課（☎0745-75-1152）
日時　５月21日（木）
　　　①午前９時30分～10時30分
　　　②午前10時45分～11時45分　
場所　生き生きプラザ斑鳩　1階　療育ルーム
対象　３歳未満のお子さんとその保護者
持物　健康マイレージポイントカード
定員　�①②各10組（事前申込制・先着順）
申込　�４月20日（月）～30日（木）

に子育て支援課へお申し込
みください。

子育て支援課（☎0745-75-1152）
日時　５月15日（金）
　　　（第１部）午前 9 時30分～10時20分
　　　　　　　　（受付９時20分～）
　　　（第２部）午前10時50分～11時40分
　　　　　　　　（受付10時40分～）
場所　生き生きプラザ斑鳩 １階　療育ルーム
対象　（第１部）６か月～１歳のお子さんとその保護者
　　　（第２部）１歳～１歳半のお子さんとその保護者
定員　各５組（事前申込制・先着順）
持物　飲み物、バスタオル、
　　　健康マイレージポイントカード
申込　�４月20日（月）～30日（木）に子

育て支援課へお申し込みくださ
い。

　妊婦と３歳未満の乳幼児の保護者を対象に、タクシー利用料金の一部を助成する「マタニティ・
子育てタクシー利用料金助成事業」について、奈良県のタクシー運賃の改定にあわせて助成を受け
られるよう、助成額等を定額から奈良県の初乗り運賃に準じる改定をしました。
　斑鳩町は、妊娠・子育て期の外出を応援します。

対　　象　�妊婦または３歳未満の乳幼児の保護者

助成額等　�タクシー利用１回につき奈良県のタク
シー普通車（小型・中型）初乗り運賃
額を上限とし、１世帯あたりの助成限
度回数は20回

申請期限　タクシー利用日から６か月以内

※�助成額の拡充は利用日が令和８年４月１日以降
のものが対象です。

相談・問合せ　子育て支援課
　　　　　　　（☎0745-75-1152）

【拡充内容】
助成額
　７００円（定額）→
　�奈良県のタクシー普通車（小型・
中型）初乗り運賃
　（令和８年４月時点７５０円）
助成限度
　１世帯につき14,000円→
　１世帯につき20回
 　（例）令和８年４月時点15,000円

未就園のお子さんに、
季節にあわせた活動を
提供する「ぷち保育室」▶

◀子育て支援
　　タクシー
（町ホームページ）
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広報いかるがお知らせ版 ４月号

5月は「おともだちあつまれ」 「ベビーヨガ＆ママヨガ」
～みんなで体を動かして遊びましょう～

地域子育て教室「ぷち保育室」 「子育て支援講座」

ますます充実
親と子の笑顔きらめく子育て応援のまちづくり

マタニティ・子育てタクシー 助成額を拡充
令和８年４月～
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ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
期
間
中
の

ご
み
・
資
源
物
収
集
な
ど
に
つ
い
て

 

環
境
対
策
課
（
☎
内
線
１
３
２
）

　
ゴ
ー
ル
デ
ン
ウ
ィ
ー
ク
期
間
中
（
４
月

29
日（
祝・水
）～
５
月
６
日（
振
休・水
））

の
ご
み
・
資
源
物
の
収
集
な
ど
は
、
次
の

と
お
り
行
い
ま
す
。

①
ご
み
・
資
源
物
の
収
集

　
可
燃
ご
み
、
不
燃
ご
み
、
枝
葉
・
草
類
、

ビ
ン
類
・
缶
類
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
そ
の

他
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
類
、
有
害
・
危
険
な
ご

み
の
収
集
、
生
ご
み
分
別
収
集
、
戸
別
収

集
モ
デ
ル
事
業
（
先
行
地
域
）
に
つ
い
て

は
、
通
常
ど
お
り
行
い
ま
す
。
分
別
し
て

決
め
ら
れ
た
排
出
場
所
に
、
午
前
８
時
ま

で
に
出
し
て
く
だ
さ
い
。

　
有
害
・
危
険
な
ご
み
の
収
集
は
、
４
月

29
日（
祝
・
水
）で
す
。

②
粗
大
ご
み
の
軒
先
収
集
（
予
約
）

　
４
月
30
日（
木
）・
５
月
１
日（
金
）

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時

　
粗
大
ご
み
処
理
予
約
事
務
所

　
（
☎
／
fax
０
７
４
５
�
３
６
６
３
）

※�

土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
、
予
約
受
付

で
き
ま
せ
ん
。

③�

衛
生
処
理
場
へ
の
ご
み
・
資
源
物
・

粗
大
ご
み
の
持
ち
込
み
受
付

　
平
日
、
第
２
土
曜
日
、
第
４
日
曜
日

　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
３
時
30
分

※
必
ず
町
指
定
袋
に
入
れ
て
く
だ
さ
い
。

	

募　
集

チ
ャ
レ
ン
ジ
介
護
予
防
！

認
知
症
予
防
教
室

「
生
き
生
き
倶
楽
部
」

参
加
者
募
集

　
　
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
０
７
４
５
�
４
０
０
０
、

　
０
７
４
５
�
５
６
６
６
）

　
認
知
症
は
誰
に
で
も
起
こ
り
う
る
脳
の

障
害
に
よ
る
も
の
で
、
加
齢
に
伴
い
認
知

症
に
な
る
可
能
性
は
高
く
な
り
ま
す
。
認

知
症
予
防
に
は
、
頭
と
身
体
の
体
操
と
、

い
ろ
い
ろ
な
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

を
と
る
こ
と
も
大
切
で
す
。「
生
き
生
き

倶
楽
部
」
で
は
、
学
習
療
法
に
よ
る
頭
の

体
操
と
理
学
療
法
士
や
作
業
療
法
士
な
ど

に
よ
る
体
操
を
行
い
ま
す
。
一
緒
に
楽
し

く
頭
と
身
体
の
活
性
化
を
促
し
ま
し
ょ
う
。

日
時　
５
月
８
日（
金
）～
12
月
18
日（
金
）

　
　
　
毎
週
金
曜
日
（
全
32
回
）

　
　
　
午
前
10
時
～
11
時
30
分

場
所　
生
き
生
き
プ
ラ
ザ
斑
鳩

対
象　
町
在
住
の
65
歳
以
上
の
人

費
用　
教
材
費　
２
，４
０
０
円
（
毎
月
）

定
員　
30
人
（
事
前
申
込
制
・
先
着
順
）

申�

込　
４
月
24
日（
金
）

ま
で
に
地
域
包
括
支

援
セ
ン
タ
ー
へ
お
申

込
み
く
だ
さ
い
。

みなさんの思い出を形に残しませんか？
政策財政課（☎内線253）

　結婚や子どもの誕生、定年、金婚などの人生の節目や、企業や団体の記念行事などの時に、みなさんの
思い出をメモリアルベンチとして形に残しませんか。
　ご寄附をいただきますと、町が寄附者の氏名やメッセージを記した記念プレート付きのメモリアルベン
チを公共施設や公園などに設置し、住民のみなさんに利用していただきます。
　メモリアルベンチを設置した公共施設を、ご家族、団体などの新たな思い出の場として、より身近に感
じていただけます。

※�設置対象施設および募集
数、ベンチ・記念プレー
トの仕様など詳しくは町
ホームページを
ご覧ください。

●寄附の単位
　ベンチ１基　１０万円

●申込方法
　「生き生きふれあいメモリアルベンチ寄附申込書」に必要事項を
記入のうえ、政策財政課へお申し込みください。
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チャレンジ介護予防 !　　　
　65歳以上になると、気づかないうちに「体力・筋力の低下」が
進んでいきます。
　いつまでも健康で自立した生活を送るためには、元気なときから
介護予防に取り組むことが大切です。体力づくりや食生活の改善な
ど、日々の生活でできることからはじめましょう。
対象　町在住の65歳以上の人
問合せ・申込　地域包括支援センター

（☎0745-75-4000、0745-74-5666）

参加するみなさんへ（お願い）
・�事前申込制としますので、前日までに
電話でお申し込みください。
　（申込のない人は当日参加できません）
・�体調の変化（発熱、体のだるさ、咳、
のどの痛み、頭痛、息苦しさなど）が
ある場合は、参加を中止しましょう。

	

催　
し

奈
良
県
聴
覚
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

養
成
講
座
の
お
知
ら
せ

　
（
☎
０
７
４
４
㉑
７
８
８
０
）

　
（
fax
０
７
４
４
㉑
７
８
８
８
）

●
要
約
筆
記
者
養
成
講
座

　
（
パ
ソ
コ
ン
コ
ー
ス
）

　
「
要
約
筆
記
」
は
耳
が
不
自
由
な
人
た

ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
で
す
。

話
の
内
容
・
会
議
の
進
行
・
講
演
の
内
容

等
の
話
し
言
葉
を
文
字
化
し
て
、
リ
ア
ル

タ
イ
ム
で
情
報
を
伝
え
る
要
約
筆
記
者
の

養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。
令
和
８
年
度

は
パ
ソ
コ
ン
要
約
筆
記
者
の
養
成
に
あ
た

り
ま
す
。

日�

時　
６
月
２
日（
火
）～
11
月
24
日（
火
）

の
毎
週
火
曜
日（
予
備
日
１
日
を
含
む
）

　
１
日
２
講
座　
全
44
回

　

�

午
前
10
時
～
午
後
３
時
（
１
時
間
の
休

憩
あ
り
）

場�

所　

奈
良
県
聴
覚
障
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
（
橿
原
市
大
久
保
町
）
研
修
室
ほ

か
条�

件　
講
座
修
了
後
、
統
一
試
験
に
合
格

し
た
の
ち
、
奈
良
県
の
登
録
者
と
し
て

活
動
が
可
能
で
あ
る
こ
と

費�

用　
５
，
０
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
・

資
料
代
は
別
途
必
要
）

定�

員　
20
人
（
申
込
締
切
後
、
説
明
会
の

案
内
を
通
知
。
説
明
会
は
５
月
19
日

（
火
）午
後
１
時
30
分
か
ら
奈
良
県
聴
覚

障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
で
実
施
）

申�

込　
５
月
12
日（
火
）午
後
５
時
ま
で
に

申
込
書
に
必
要
事
項
を
ご
記
入
の
う

え
、
奈
良
県
聴
覚
障
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
へ
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。
様
式

は
奈
良
県
聴
覚
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド

で
き
ま
す
。

　
（�https://nds-center.�

nara.jp/

）

●�

盲
ろ
う
者
向
け
通
訳
・
介
助
員
養
成

講
座

　
盲
ろ
う
者
に
対
し
て
意
思
疎
通
を
図
る

た
め
の
支
援
者
を
養
成
す
る
講
座
を
開
催

し
ま
す
。

日�

時　
６
月
５
日（
金
）～
12
月
4
日（
金
）

の
金
曜
日　
13
日
間　
全
24
講
座　

　

�

午
前
10
時
～
午
後
３
時
（
１
時
間
の
休

憩
あ
り
）

場�

所　

奈
良
県
聴
覚
障
害
者
支
援
セ
ン

タ
ー
（
橿
原
市
大
久
保
町
）

条�

件　
講
座
修
了
後
、
奈
良
県
登
録
盲
ろ

う
者
向
け
通
訳
・
介
助
員
と
し
て
活
動

が
で
き
る
人

費�

用　
５
，
０
０
０
円
（
テ
キ
ス
ト
代
別

途
２
，
０
０
０
円
必
要
）

定
員　
15
人
（
事
前
申
込
制
・
先
着
順
）

申�

込　
５
月
10
日（
日
）ま
で
に
奈
良
県
聴

覚
障
害
者
支
援
セ
ン
タ
ー
へ
お
申
し
込

み
く
だ
さ
い
。

日　程 時　間 場　所 内　容 持　物 定員 申　込

運
動
教
室

Ａ
コ
ー
ス
 5 月20日（水）午後₁時30分

～₃時

（事前に血圧測定を）済ませてください

生き生きプラザ
斑鳩　１階
機能回復訓練
コーナー

ストレッチな
どの運動
※�13日と20
日は栄養ミ
ニ講座があ
ります。

タオル、飲み物

※�動きやすい
服装でお越
しください。

なし
前日までに電
話でお申し込
みください。

※�運動教室は、
Ａコース、
Ｂコースの
どちらかを
選択してく
ださい。
　�年間を通し
ての申込と
なります。

Ｂ
コ
ー
ス

 5 月13日（水）
 5 月27日（水）

生
き
生
き
セ
ミ
ナ
ー

 5 月19日（火） 午後₁時30分
～₃時

東公民館
集会室1・2 ◦�歯科衛生士

による口腔
講座
・�フレイル予
防の体操

タオル、飲み物

※�動きやすい
服装でお越
しください。

各20人
（先着順） 5 月25日（月） 午前10時～

11時30分
西公民館
集会室１・２

 5 月27日（水） 午前10時～
11時30分

法隆寺五丁地区 
地域交流館
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cara v a n

認知症 su ppo
rter

地域包括支援センター
（☎0745-75-4000、
0745-74-5666）

地域包括支援センター（☎0745-75-4000・0745-74-5666）

　IKARUGAカフェ【和】とは、認知症について理解を深める場です。
認知症の人やご家族はもちろん、認知症に関心のある人ならどなたでもご
参加いただけます。
「もしかすると家族が認知症かも」や「最近、ご近所さんのようすが変だな」
といったご相談や、認知症の家族への介護の悩みなども、お聞かせくださ
い。
　おしゃべりすることで交流や情報交換もできます。ぜひお気軽にお越し
ください。
対象　認知症に関心のある人　　費用　飲食代は実費負担
※都合により中止となる場合があります。

認知症初期集中支援チームとは？
　�　認知症または認知症の疑いのある人やそのご家
族のご自宅を訪問し、必要に応じて認知症に関す
る情報提供や医療機関の受診・介護保険の説明、
心理的サポートやこれからの生活について助言な
どを行います。

支援チームの構成
　�　支援チームは、認知症サポート医と地域包括支
援センターの職員や医療・福祉の専門職（看護師、
精神保健福祉士、保健師、社会福祉士、介護支援
専門員）で構成されています。

対象となる人は？
　�40歳以上で、自宅で生活をしている、認知症状
などでお困りの人です。
　　例えば・・・

まずはご相談ください
　●�ご家族や本人のほか、ご近所の人やケアマネジャー、かかりつけ医など医療・介護の関係者からの
相談も受け付けています。

　●訪問にあたっては、事前に相談・打ち合わせを行い、本人の尊厳に十分に配慮します。

場　　　所 開催日時 日　　程 問合せ・申込先
生き生きプラザ斑鳩内
喫茶レインボーウォーク
（小吉田1-12-35）

毎月第１水曜日
午前10時30分～正午

５月は、
祝日のため休み

地域包括支援センター
（☎0745-75-4000、

74-5666）
グループホーム　カノンの扉

（阿波3-11-6）
毎月第２水曜日

午後１時30分～３時30分 ５月13日（水） カノンの扉
（☎0745-74-6333）

法隆寺ｃａｆｅ
（興留7-7-8）

毎月第３木曜日
午前９時45分～11時15分 ５月21日（木）

地域包括支援センター
（☎0745-75-4000、

74-5666）
創業支援センター
ふらっぴん♪

（神南5-14-16）
毎月第４火曜日

午前10時～11時30分 ５月26日（火）
地域包括支援センター
（☎0745-75-4000、

74-5666）

認知症の症状
が強く、介護
や対応に困っ
ている。

認知症の診断を
受けたいけど、
病院受診を拒否
して困っている。

医療や介護の
サービスを利用
したいけど、う
まくつながらな
い。

認知症の治療
を中断してい
る。
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斑鳩町　認知症への取り組み
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KARUGA カ
か ふ ぇ

フェ【和
【わ】

】

～認知症は、早期発見・早期対応が大切～
認知症初期集中支援チームが支援します
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お
知
ら
せ

犬
の
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射
の

ご
案
内 

環
境
対
策
課
（
☎
内
線
１
３
２
）

●
狂
犬
病
予
防
集
合
注
射

　
令
和
８
年
度
の
集
合
注
射
を
次
の
日
程

で
行
い
ま
す
の
で
、「
狂
犬
病
予
防
注
射

の
お
知
ら
せ
」
は
が
き
を
持
参
の
う
え
、

最
寄
り
の
会
場
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

　
は
が
き
が
届
か
な
か
っ
た
場
合
は
、
会

場
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

※�

狂
犬
病
予
防
注
射
は
、
生
後
91
日
以
上

の
犬
は
、
毎
年
１
回
受
け
な
け
れ
ば
な

り
ま
せ
ん
。

料
金

　
　
注
射
料
金　
　
　
　
２
，
８
５
０
円

　
　
注
射
済
票
交
付
手
数
料　
５
５
０
円

　
　
合　
　
計　
　
　
　
３
，
４
０
０
円

　
（
個
別
に
病
院
な
ど
で
受
け
る
場
合
に

は
初
診
料
な
ど
別
途
費
用
が
必
要
に
な
る

場
合
が
あ
り
ま
す
）

※
お
つ
り
の
な
い
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

日
時
・
場
所

◦
５
月
11
日（
月
）

　
午
前
…
上
宮
遺
跡
公
園　

　
午
後
…
法
隆
寺
五
丁
地
区
地
域
交
流
館

◦
５
月
13
日（
水
）

　
午
前
…
西
公
民
館
駐
車
場　

　
午
後�

…
興
留
７
丁
目
県
道
大
和
高
田
・

斑
鳩
線
高
架
下
（
法
隆
寺
駅
北
口

駐
輪
場
横
）

・
５
月
15
日（
金
）
役
場
東
側
駐
車
場

＊�

午
前
10
時
～
11
時
30
分
、
午
後
１
時
～

２
時
30
分
（
３
日
間
と
も
）

●
犬
の
登
録

　
飼
い
犬
の
登
録
は
、
犬
の
生
涯
に
１
回

で
す
。
新
規
登
録
す
る
場
合
は
、
予
防
注

射
の
会
場
で
申
し
出
て
く
だ
さ
い
。

登
録
料　
３
，
０
０
０
円

※�

飼
い
犬
が
死
亡
し
た
と
き
、
飼
い
主
ま

た
は
飼
い
主
の
住
所
が
変
わ
っ
た
と
き

は
、
必
ず
環
境
対
策
課
へ
届
け
出
て
く

だ
さ
い
。

※�
令
和
４
年
６
月
１
日
に
改
正
動
物
愛
護

管
理
法
が
施
行
さ
れ
、販
売
さ
れ
る
犬・

猫
へ
の
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
の
装
着
・
登

録
が
義
務
化
さ
れ
ま
し
た
。
マ
イ
ク
ロ

チ
ッ
プ
を
装
着
し
た
犬
を
新
し
く
飼
う

場
合
は
、
所
有
者
情
報
の
変
更
が
必
要

で
す
。（
マ
イ
ク
ロ
チ
ッ
プ
を
装
着
し

情
報
登
録
さ
れ
た
犬
の
場
合
、
右
記
の

登
録
料
は
不
要
で
す
）

※�

詳
し
く
は
、
環
境
対
策
課
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

水
道
メ
ー
タ
ー
の
取
り
替
え

　
　
奈
良
県
広
域
水
道
企
業
団
斑
鳩
事
務
所

　
（
☎
０
７
４
５
�
１
４
０
１
）

　
水
道
メ
ー
タ
ー
は
、
計
量
法
に
よ
り
有

効
期
間
が
８
年
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
奈
良
県
広
域
水
道
企
業
団
斑
鳩
事
務
所

で
は
、
有
効
期
間
が
満
了
を
迎
え
る
水
道

メ
ー
タ
ー
を
無
償
で
交
換
し
て
い
ま
す
。

来
月
は
次
の
と
お
り
作
業
を
行
い
ま
す
の

で
、
み
な
さ
ん
の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま

す
。

取
替
期
間　

　
５
月
12
日（
火
）～
25
日（
月
）

取�

替
地
区　
龍
田
西
３
丁
目
、
龍
田
西
６

丁
目
、
龍
田
３
丁
目
、
龍
田
南
４
～
６

丁
目
、
稲
葉
車
瀬
２
丁
目

※�

対
象
と
な
る
ご
家
庭
に
は
事
前
に

「
メ
ー
タ
ー
取
り
替
え
の
お
知
ら
せ
」

を
送
付
し
ま
す
。

委
託
業
者

　
（
株
）エ
ン
ジ
ニ
ア
・
サ
カ
ウ
エ

町
議
会
の
日
程

　
議
会
事
務
局
（
☎
内
線
３
０
２
）

　
５
月
８
日（
金
）
臨
時
議
会

　
開
会
は
、
午
前
９
時
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

　
な
お
、
議
会
の
招
集
が
必
要
な
議
案
が

な
い
場
合
は
臨
時
議
会
を
開
か
ず
、
全
員

協
議
会
に
変
更
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
ま
た
、
開
会
時
間
は
変
更
に
な
る
場
合

が
あ
り
ま
す
。

　
詳
し
く
は
、
議
会
事
務
局
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の

交
付
・
申
請
の

休
日
・
夜
間
受
付
を
行
い
ま
す

　
住
民
課
（
☎
内
線
１
６
２
）

　
平
日
の
開
庁
時
に
役
場
に
お
越
し
い
た

だ
け
な
い
人
は
、
次
の
と
お
り
受
付
を
行

い
ま
す
の
で
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

夜
間
受
付

日
時　
４
月
23
日（
木
）

　
　
　
午
後
５
時
15
分
～
７
時

場
所　
役
場　
１
階　
住
民
課
窓
口

休
日
受
付

日
時　
５
月
24
日（
日
）

　
　
　
午
前
８
時
30
分
～
正
午

場
所　
役
場　
１
階　
住
民
課
窓
口

※�

出
入
り
口
は
東
側
玄
関
の
み
で
す
。

※�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付
・
申
請

に
は
、本
人
確
認
書
類
を
持
参
の
う
え
、

必
ず
本
人
が
お
越
し
く
だ
さ
い
。

※�

申
請
方
法
、
持
ち
物
な
ど
は
、
住
民
課

へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。（
交
付
・

申
請
方
法
に
よ
っ
て
持
ち
物
が
異
な
り

ま
す
）

※�

当
日
は
、
タ
ブ
レ
ッ
ト
端
末
に
よ
る
申

請
補
助
サ
ー
ビ
ス
や
健
康
保
険
証
と
し

て
の
利
用
申
込
補
助

は
行
い
ま
せ
ん
。
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国
民
年
金
の
加
入
手
続
き
は

お
済
み
で
す
か
？

　
国
保
医
療
課
（
☎
内
線
１
１
５
）

　
20
歳
以
上
60
歳
未
満
の
人
は
、
国
民
年

金
へ
の
加
入
が
法
律
で
義
務
付
け
ら
れ
て

い
ま
す
。
勤
務
先
を
退
職
し
た
と
き
や
配

偶
者
の
扶
養
を
外
れ
た
と
き
は
、
厚
生
年

金
か
ら
国
民
年
金
へ
の
変
更
の
届
出
が
必

要
で
す
。
退
職
後
に
国
保
医
療
課
で
手
続

き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

　
手
続
き
に
必
要
な
も
の･･･

基
礎
年
金

番
号
か
個
人
番
号
が
確
認
で
き
る
も
の

（
年
金
手
帳
な
ど
）、
資
格
喪
失
日
が
確
認

で
き
る
書
類
（
退
職
証
明
書
、
資
格
喪
失

証
明
書
な
ど
）

　
国
民
年
金
保
険
料
学
生
納
付
特
例
は
毎

年
度
申
請
が
必
要
で
す
。

　
学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
令
和
７
年

度
の
国
民
年
金
保
険
料
を
猶
予
さ
れ
て
い

る
人
で
、
令
和
８
年
度
も
引
き
続
き
在
学

予
定
の
人
に
対
し
、
日
本
年
金
機
構
か
ら

４
月
上
旬
に
更
新
ハ
ガ
キ
が
送
付
さ
れ
ま

す
。
引
き
続
き
猶
予
を
希
望
す
る
人
は
、

必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
返
送
し
て
く
だ

さ
い
。

※�

学
生
以
外
の
人
で
も
、
前
年
所
得
が
一

定
額
以
下
の
場
合
、
保
険
料
が
免
除
・

猶
予
さ
れ
る
制
度
が
あ
り
ま
す
。

※�

詳
し
く
は
国
保
医
療
課
へ
お
問
い
合
せ

く
だ
さ
い
。

問合せ　国保医療課（☎内線114）

※いずれの手続きについても、本人確認書類が必要です。
※県内市町村間で住所を異動する場合、国保の資格は継続しますが、市町村窓口に届け出が必要です。

こんなとき 持参するもの

加　入

他の都道府県から転入してきた 転出証明書
他の健康保険をやめた 健保の資格喪失証明書
他の健康保険の被扶養者からはずれた 健保の資格喪失証明書
子どもが生まれた 母子健康手帳
生活保護が廃止された 保護廃止決定通知書
外国籍の人が加入する 在留カード等

喪　失

他の都道府県に転出した ・�国民健康保険の資格がわかるもの（資格確認書・資格情
報のお知らせ等）

他の健康保険に加入した
・�国民健康保険の資格がわかるもの（資格確認書・資格情
報のお知らせ等）
・�他の健康保険の資格取得日がわかるもの（資格確認書・
資格情報のお知らせ等）

他の健康保険の被扶養者になった
・�国民健康保険の資格がわかるもの（資格確認書・資格情
報のお知らせ等）
・�他の健康保険の資格取得日がわかるもの（資格確認書・
資格情報のお知らせ等）

生活保護を受け始めた
・保護開始決定通知書
・�国民健康保険の資格がわかるもの（資格確認書・資格情
報のお知らせ等）

死亡した
・�国民健康保険の資格がわかるもの（資格確認書・資格情
報のお知らせ等）
・喪主の氏名が確認できる書類
・喪主の口座番号がわかるもの

その他

奈良県内で他の市町村に住所が変わっ
た

・�国民健康保険の資格がわかるもの（資格確認書・資格情
報のお知らせ等）

氏名・世帯主などが変わった ・�国民健康保険の資格がわかるもの（資格確認書・資格情
報のお知らせ等）

世帯を分けた、または一緒になった ・�国民健康保険の資格がわかるもの（資格確認書・資格情
報のお知らせ等）

資格確認書等を紛失・汚損した ・本人確認書類・汚損の場合はその資格確認書等

修学のため子どもが他の市町村に転出
する

・�国民健康保険の資格がわかるもの（資格確認書・資格情
報のお知らせ等）
・在学証明書
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帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン（
定
期
接
種
）

を
受
け
ま
し
ょ
う

　
　
保
健
セ
ン
タ
ー

　
（
☎
０
７
４
５
�
０
０
０
１
）

対
象

（
対
象
年
齢
の
人
に
は
個
人
通
知
し
ま
す
）

・
令
和
８
年
度
内
に
65
歳
に
な
る
人

・�

令
和
８
年
度
に
70
・
75
・
80
・
85
・

90
・
95
・
100
歳
に
な
る
人
（
令
和
７
年

度
か
ら
令
和
11
年
度
ま
で
の
５
年
間
の

経
過
措
置
）

※�

60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
人
で
、
ヒ
ト
免

疫
不
全
ウ
イ
ル
ス
に
よ
る
免
疫
の
機
能

に
障
害
が
あ
り
、
日
常
生
活
が
ほ
と
ん

ど
不
可
能
な
人
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

※�

過
去
に
帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
の
接
種
を

完
了
し
た
人
は
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

期
間　
令
和
８
年
４
月
１
日

　
　
　
　
　
　
　
～
令
和
９
年
３
月
31
日

接
種
方
法

・�

町
内
の
医
療
機
関　
直
接
医
療
機
関

へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

・�

町
外
の
医
療
機
関　
接
種
前
に
保
健

セ
ン
タ
ー
で
手
続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

持�
物　
健
康
保
険
資
格
の
わ
か
る
も
の
、

健
康
手
帳

※�

帯
状
疱
疹
ワ
ク
チ
ン
に
は
２
種
類
あ
り
、

接
種
方
法
な
ど
が
異
な
り
ま
す
が
、
い

ず
れ
の
ワ
ク
チ
ン
も
、
帯
状
疱
疹
や
そ

の
合
併
症
に
対
す
る
予
防
効
果
が
認
め

ら
れ
て
い
ま
す
。
主
治
医
と
よ
く
相
談

し
て
、
ど
ち
ら
か
の
ワ
ク
チ
ン
を
接
種

し
て
く
だ
さ
い
。

物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当

の
申
請
は
４
月
30
日
ま
で
に

　
　
子
育
て
支
援
課

　
（
☎
０
７
４
５
�
１
１
５
２
）

　
町
か
ら
支
給
す
る
児
童
手
当
の
受
給
者

（
申
請
が
不
要
な
人
）
や
、
２
月
中
に
支

給
申
請
し
た
人
に
は
、
３
月
25
日
に
指
定

の
口
座
へ
物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当

を
支
給
し
ま
し
た
。

　
申
請
が
必
要
で
手
続
き
が
ま
だ
の
人
は
、

申
請
期
限
（
令
和
８
年
４
月
30
日（
木
））

ま
で
に
必
ず
手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。

支�

給
額　
対
象
児
童
ひ
と
り
に
つ
き
２
万

円
（
１
回
限
り
）

申
請
が
必
要
な
人

１
、
①�

令
和
７
年
９
月
30
日
の
時
点
で
、

勤
務
先
か
ら
児
童
手
当
を
受
給
し

て
い
て
、
斑
鳩
町
に
住
民
票
の
あ

る
公
務
員

　
　
②�

令
和
７
年
10
月
１
日
以
降
に
出
生

し
た
児
童
の
児
童
手
当
を
勤
務
先

か
ら
受
給
し
て
い
る
公
務
員

　
※�

①
と
②
の
人
は
申
請
書
に
所
属
庁
に

よ
る
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
受

給
証
明
の
記
載
が
必
要
で
す
。

２�

、
令
和
７
年
10
月
１
日
以
降
に
出
生
し

た
児
童
の
児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る

人
　
※�

公
務
員
の
人
は
１
、
②
に
よ
る
手
続

き

３�

、
令
和
７
年
10
月
以
降
、
Ｄ
Ｖ
避
難
や

離
婚
等
に
よ
り
、
あ
ら
た
に
児
童
手
当

の
受
給
者
と
な
っ
た
人

申
請
に
必
要
な
提
出
書
類

・�

物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
申
請
書

（
請
求
書
）

・�

申
請
者
名
義
の
通
帳
ま
た
は
キ
ャ
ッ

シ
ュ
カ
ー
ド
の
写
し
（
振
込
先
金
融
機

関
の
口
座
情
報
の
わ
か
る
も
の
）

※�

申
請
書
は
町
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン

ロ
ー
ド
し
て
く
だ
さ

い
。

ひ
と
り
親
等
の
就
業・自
立
支
援
の

相
談
窓
口

ス
マ
イ
ル
ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
（
プ
ラ
ス
）

　
　
奈
良
し
ご
と
ⅰ
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　
　
（
☎
０
７
４
２
㉗
８
０
５
４
）

　

母
子
家
庭
等
就
業
・
自
立
支
援
セ
ン

タ
ー
で
は
、
ひ
と
り
親
等
を
対
象
に
、
就

業
相
談
だ
け
で
な
く
就
業
に
よ
る
自
立
に

向
け
た
悩
み
や
不
安
に
つ
い
て
の
相
談
も

お
受
け
し
て
い
ま
す
。
よ
り
多
く
の
人
に

気
軽
に
利
用
し
て
い
た
だ
け
る
よ
う
、
こ

の
た
び
、
セ
ン
タ
ー
の
愛
称
を
「
ス
マ
イ

ル
Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ
」と
名
付
け
ま
し
た
。
ぜ
ひ
、

ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　
詳
し
く
は
、
奈
良
県
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。

ワ
ク
チ
ン

種　　類 生ワクチン 組換えワクチン
名　　称 ビケン シングリックス
接種回数 １回接種 ２か月間隔で２回接種
接種方法 皮下注射 筋肉内注射

助成回数 １回 ２回

自己負担額

４，０００円 １０，０００円／回
県外で接種する場合は、自己負担額が異なる場合があります。
※生活保護を受けている世帯は無料です。
　接種前に手続きが必要です。
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問合せ　保健センター（☎0745-70-0001）

　町では、胃がん（内視鏡）、乳がん（マンモグラフィ）、子宮頸がん、
前立腺がん検診を委託医療機関で受診することができます。
　個別検診の内容は、次のとおりです。

①保健センター窓口で、検診票等の交付申請をする。
②直接、委託医療機関へ予約し、予約日に受診する。
③受診した委託医療機関で結果を確認する。

①直接、委託医療機関へ予約し、受診する。
②受診した委託医療機関で結果を確認する。

◎�集団検診（保健センター）の日程については、毎月の広報または保健事業予定表・
町ホームページをご覧ください。

〈胃がん・乳がん・子宮頸がん検診の受け方〉

〈前立腺がん検診の受け方〉
事業名 対象者 自己

負担金
実施
期間 委託医療機関 受診

間隔 持ち物

前 立 腺
がん検診

55歳以上
（男性） 無料 ５月～

翌年２月

斑鳩の里内科醫院、
石崎整形外科・内科、植嶋医院、
勝井整形外科、川本医院、
坂本医院、藤岡内科医院、
前田クリニック、まつきクリニック、
みずかみクリニック

１年に
１回

◦健康手帳
◦�健康保険資格
のわかるもの

事業名 対象者 自己
負担金

実施
期間 委託医療機関 受診

間隔 持ち物

胃がん検診
（内視鏡） 50歳以上 3,000円

４月～
翌年２月

国保中央病院、三恵クリニック、
田北病院、奈良県西和医療センター、
ヤマト健診クリニック、
みずかみクリニック

２年
に
１回

◦受診票
◦同意書
◦健康手帳
◦�健康保険資格
のわかるもの

乳がん検診
（マンモグラフィ）

40歳以上
（女性） 無料

大阪ブレストクリニック学園前、
国保中央病院、三恵クリニック、
奈良県西和医療センター、
西の京病院、服部記念病院、
ヤマト健診クリニック、大和郡山病院

◦検診票
◦健康手帳
◦�健康保険資格
のわかるもの

子宮頸がん
検　　　診

20歳以上
（女性） 無料

ＫＥＮレディースクリニック、
なんのレディースクリニック
※�町外委託医療機関でも受診すること
ができます。

◦受診票
◦健康手帳
◦�健康保険資格
のわかるもの

10
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①�定期予防接種で使用するワクチンが、２３価肺炎球菌ワクチンから、免疫の質・持続性・予防
効果が高い特徴がある沈降２０価肺炎球菌結合型ワクチンに変更になりました。
②�定期予防接種の自己負担額が５，０００円、任意予防接種の助成金額が接種費用の１／２、上限
５，０００円に変更となりました。

定期接種 任意接種

高齢者肺炎球菌ワクチンの変更点

高齢者肺炎球菌ワクチンの接種について

対象　満65歳の人
　�65歳の誕生月の翌月始めに順次案内を通知します。
※�60歳以上65歳未満の人で、心臓・腎臓・呼吸器の機
能またはヒトによる免疫の機能に障害があり、身体障
害者手帳１級程度の人も対象となります。
※�すでに肺炎球菌ワクチンを接種している人は定期予防
接種の対象となりません。
接種期限　66歳の誕生日の前日まで
助成回数　１回
費用　自己負担額５，０００円
　　（�県外で接種する場合は、自己負担額が異なる場合

があります）
　※生活保護を受けている世帯は無料
接種方法
　◦ 町内の医療機関
　　直接医療機関へ申込んでください。
　◦ 町外の医療機関
　　接種前に保健センターで手続きをしてください。
持物　健康保険資格のわかるもの、健康手帳、案内通知

対象
　65歳以上で、定期接種の対象とならない人
助成回数　２回目以降も可
　（�再接種にあたっては、主治医と相談して
ください）

助成額　　接種費用の１／２
　　　　　上限５，０００円
　※生活保護を受けている世帯は全額助成
助成方法　償還払い
　（�接種後３か月以内に保健センターで、助
成金の交付申請と請求を行ってください）

手続きに必要なもの
　◦ワクチン接種を証明する領収書
　◦予診票
　◦振込先が
　　わかるもの

1２３４

※�「てんいち」とは、てん（英語の10）と、いち（１）を合わせて11（毎月11
日は人権を確かめあう日）という意味です。

11
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この「広報いかるがお知らせ版」は毎月15日を挟む前後５日間で、町内全家庭に直接
お届けしています。ご近所で配布されていない家庭がありましたらご連絡ください。
編集・発行：総務課（☎内線274）

◯所開催場所　◯時開催時間　◯問問合せ
※掲載している行事は、申し込み不要のものです。行事は変更される場合がありますのでご了承ください。

行 事 予 定
４月
23日（木）

マイナンバーカードの
交付・申請夜間受付
　◯所役場１階　住民課窓口
　◯時17：15～19：00
　◯問住民課（☎内線162）

４月
30日（木）

〈４月の納期限〉
固定資産税（第１期（全期）分）
　◯問税務課（☎内線153）

５月
11日（月）

犬の狂犬病予防集合注射と登録
　◯所 �午前　上宮遺跡公園�

午後　�法隆寺五丁地区地域交
流館

　◯時 �10：00～11：30、�
13：00～14：30

　◯問環境対策課（☎内線132）

５月
12日（火）

行政相談
　◯所役場１階　第３会議室
　◯時13：00～16：00
　◯問住民課（☎内線163）

５月
13日（水）

犬の狂犬病予防集合注射と登録
　◯所 �午前　西公民館駐車場�

午後　�興留7丁目県道大和高
田・斑鳩線高架下（法
隆寺駅北口駐輪場横）

　◯時 �10：00～11：30、�
13：00～14：30

　◯問環境対策課（☎内線132）

５月
15日（金）

犬の狂犬病予防集合注射と登録
　◯所役場　東側駐車場
　◯時 �10：00～11：30、�

13：00～14：30
　◯問環境対策課（☎内線132）

　税務課（☎内線152）
発送予定日　５月１日（金）
※�郵便事情により、到着まで１週間程度かかるこ
とがあります。

納　期　限　　６月１日（月）
※�令和８年４月１日現在で登録されていた車輌
に、令和８年度分として課税されます。自動車
税のような月割り納付の制度はありません。
※�納税通知書をご確認のうえ、納期限までに納付
をお願いします。納付書に記載の二次元コード
を読み取り納付するスマートフォンによる納付
が大変便利です。
※�口座振替の人は、納税通知書に記載の口座から
納期限に引き落とし
ますので、必ず納期
限の前日までに残高
をご準備ください。

※�新たに口座振替を希望する場合は、南都銀行、
奈良県農業協同組合のみ下記の二次元コードを
読み取り、スマートフォンでのお申し込みがで
きます。５月11日（月）までにお申し込みいた
だくと、今回の引き落としに間に合います。
　�その他の申し込み方法については、町ホーム
ページまたは広報３月号９ページをご覧くださ
い。

※振替の結果を通帳などで必ずご確認ください。
※�口座振替やスマートフォンにより納付された人
への継続検査（車検）用納税証明書の送付は廃
止しました。
※�通知書が届かないなど、ご不明な点は、税務課
へお問い合わせください。

令和８年度 令和８年度 軽自動車税軽自動車税のの納税通知書納税通知書をを発送します発送します

◀口座振替申込
　（町ホームページ）
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